
埼玉県福祉施設相互支援ネットワークのご案内

「感染症」の拡大や「自然災害」で被災した場合に、福祉施設の業務継続に必要な人員や物資を相互に支援する仕組みをつくることで
福祉施設で暮らす高齢者・障害者の方々の安全を守ります。

感染症
自然災害 被害状況、施設へのアクセス

必要な物資や人員

職員派遣、利用者受け入れ支援
衛生用品・食料など物資の提供

施設間で費用（人件費、交通費、物資など）の精算を行います
○支援に要する経費の負担、支払い時期、精算方法等については施設間で協議のうえ決定
○被災した施設の当面の負担を軽減するため、原則として支援する施設が立替え

埼玉県
【登録窓口】県社会福祉協議会
【事 務 局】 県社会福祉課

（２）ネットワークの仕組み（２）ネットワークの仕組み

（１）ネットワークの目的（１）ネットワークの目的

（３）申し込み・問い合わせ（３）申し込み・問い合わせ

福祉施設相互支援ネットワークに関する連絡先（埼玉県社会福祉協議会内）
【 専用電話 】 ０４８－８２６－５３３４ 【 専用メール 】 bcp5334@fukushi-saitama.or.jp
※登録申請書の様式はこちらのＵＲＬからダウンロードできます https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/bcp.html

※事前にネットワークへの
登録が必要です

被災した施設 支援する施設① 要請 ② 選定

③ 支援

④ 精算

※登録施設の中から選定
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